
▲�詳しくは
こちら

▲�注文
　フォーム

年
金
の
源
泉
徴
収
票
は

大
切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
最
低
賃
金
！

使
用
者
も
、
労
働
者
も

日
本
遺
産
の
里
　
人
吉
球
磨

観
光
カ
レ
ン
ダ
ー
販
売
中

新
築
住
宅
を
建
て
る
と
き
の

ル
ー
ル
が
変
わ
り
ま
す

　

令
和
６
年
中
に
厚
生
年
金
、
国

民
年
金
な
ど
の
老
齢
や
退
職
を
支

給
理
由
と
す
る
年
金
を
受
け
取
っ

た
人
に
、「
公
的
年
金
等
の
源
泉

徴
収
票
」
が
届
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
日
本
年
金
機
構
本
部
が

年
金
額
や
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得

税
額
な
ど
を
知
ら
せ
る
も
の
で
、

所
得
税
の
確
定
申
告
時
の
添
付
書

類
な
ど
で
必
要
で
す
。
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

送
付
予
定
時
期　

令
和
７
年
１
月

中
旬
以
降

源
泉
徴
収
票
の
再
交
付　

ね
ん
き

ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０
‐
05

‐
１
１
６
５
）
※
０
５
０
か
ら

始
ま
る
電
話
か
ら
は
（
☎
03
‐

６
７
０
０
‐
１
１
６
５
）

問
合
せ　

八
代
年
金
事
務
所
（
☎

０
９
６
５
‐
35
‐
６
１
２
３
）

　

熊
本
県
最
低
賃
金
が
上
が
り
ま

し
た
。

時
間
額　

９
５
２
円
（
10
月
５
日

か
ら
）

　

こ
の
最
低
賃
金
は
、
県
内
す
べ

て
の
事
業
所
、
労
働
者
に
適
用
さ

れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、
人
吉
労
働

　

相
良
７
０
０
年
の
歴
史
を
誇

り
、
日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
て
い

る
人
吉
球
磨
の
美
し
い
原
風
景
を

収
め
た
カ
レ
ン
ダ
ー
を
販
売
し
て

い
ま
す
。

販
売
価
格　

１
部
７
０
０
円
（
郵

送
の
場
合
は
、
２
部
ま
で
が

３
０
０
円
、
３
部
以
上
が
５
０
０

円
の
送
料
が
か
か
り
ま
す
）

販
売
場
所　

Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
Ｂ

Ａ
、
人
吉
温
泉
物
産
館
、
イ
ス
ミ

本
店
、
文
具
の
オ
カ
モ
ト
な
ど

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
合
せ　

人
吉
温
泉
観
光
協
会

（
☎
22
‐
１
３
７
０
）

　

建
築
物
省
エ
ネ
法
が
改
正
さ

れ
、
令
和
７
年
４
月
か
ら
全
て
の

新
築
建
築
物
に
省
エ
ネ
基
準
へ
の

適
合
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

　

併
せ
て
、
建
築
基
準
法
の
改
正

で
、
木
造
戸
建
住
宅
を
建
築
す
る

場
合
に
建
築
主
・
設
計
者
が
行
う

建
築
確
認
手
続
き
が
変
更
さ
れ
ま

す
。

　

詳
し
く
は
国
土
交
通
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

県
土
木
部
建
築
住
宅
局

建
築
課
（
☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐

２
５
３
４
）

問合せ　市市民課国保年金係（☎２２－２１１１　内線１０２１）

　マイナンバーカードと保険証が一体化することで、12月２日以降は紙の保
険証の新規発行を終了します。医療機関などを受診する場合は、マイナンバー
カードを利用した保険証（マイナ保険証）を使用してください。

マイナンバーカードの保険証利用登録の方法
　マイナンバーカードを保険証として利用するためには、保険証の利用登録が必要
です。医療機関などにある顔認証付きカードリーダーからの申請、マイナポータル
からの申請、セブン銀行ATMからの申請の３つの方法で利用登録ができます。

　詳しくはお問い合わせください。

み
ん
な
で
徹
底
し
よ
う

「
三
な
い
運
動
」

　

政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
に
お

金
や
物
を
贈
る
こ
と
は
、
法
律
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
有
権
者
が

寄
付
を
求
め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。

政
治
家
の
寄
付
禁
止
の
対
象

●�

秘
書
な
ど
が
代
理
で
出
席
す
る

場
合
の
結
婚
祝

●�

地
域
の
運
動
会
・
ス
ポ
ー
ツ
大

会
へ
の
飲
食
物
な
ど
の
差
し
入

れ
●�

祭
り
へ
の
寄
付
・
差
し
入
れ

●�

町
内
会
の
集
会
・
旅
行
な
ど
の

催
し
物
へ
の
寸
志
・
飲
食
物
の

差
し
入
れ

●�

落
成
式
・
開
店
祝
な
ど
の
花
輪

●�

病
気
見
舞
い

●�

お
歳
暮
・
お
年
賀

●�

入
学
祝
・
卒
業
祝

●�

葬
儀
の
花
輪
・
供
花

●�

秘
書
な
ど
が
代
理
で
出
席
す
る

場
合
の
葬
儀
の
香
典

　

詳
し
く
は
総
務
省
ま
た
は
明
る

い
選
挙
推
進
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局

▲�総務省「寄
附の禁止」

▲�三ない運動

基
準
監
督
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン

タ
ー
で
は
、
就
業
規
則
の
作
成
方

法
、
賃
金
規
定
の
見
直
し
、
労
働

関
係
助
成
金
の
活
用
な
ど
「
働
き

方
改
革
」
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
対
応
し
た
支
援
を
し
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
‐
０
４
１
‐
１
２
４

問
合
せ　

人
吉
労
働
基
準
監
督
署

（
☎
22
‐
５
１
５
１
）

マイナンバーカードの保険証利用登録の方法

・�マイナンバーカードを使って医療機関などを受
診することができます。

・�各認定証を提示しなくても限度額を超える支払
いが免除されます。

・�お持ちの保険証は有効期限まで使用できます。�
・�お持ちの保険証の有効期限までに「資格確認書」
を交付します。「資格確認書」を使用して今ま
でと同じように医療機関などを受診することが
できます。

・�支払いを限度額までにするには
各認定証の提示が必要です。

マイナ保険証を持っている場合 マイナ保険証を持っていない場合

▲�表紙の写真

問合せ　市総務課職員係（☎２２－２１１１　内線３２１２）

※�申込方法や試験内容など詳しくは市ホームページをご覧ください。

▲�詳しくは
こちら

試験職種・採用予定人数・受験資格
職 種 区 分 採用予定人数 受 験 資 格

行政事務A 大卒程度 １人程度 平成９年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた人

行政事務Ｂ
学歴不問
社会人対象 １人程度

昭和59年４月２日以降に生まれた人で、令和７年１月１日現在
で民間企業などでの業務経験が５年以上ある人

保健師 大卒程度 １人程度
昭和63年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた人で、
保健師免許を持っている人（取得見込みも含む）

一般事務 高卒程度 １人程度 平成15年４月２日から平成19年４月１日までに生まれた人

技術（土木） 高卒程度 １人程度 平成15年４月２日から平成19年４月１日までに生まれた人

一般事務
（障がい者対象） 高卒程度 １人程度

平成９年４月２日から平成19年４月１日までに生まれた人で、
次の要件を全て満たす人
○�試験申込日までに身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
または療育手帳の交付を受けている人
○�自力で通勤ができ、介護者なしで職務遂行ができる人

令和６年度（１月期） 一次試験
期日　令和７年１月11日(土）
場所　市役所
受付期限　12月13日(金）
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